
嘱託医・嘱託医療機関に関連する法令・省令 

 

昭和二十三年法律第二百五号 

医療法 

第十九条 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又

は診療所を定めておかなければならない。 

２ 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定め

なければならない。 

 

 

 

 

  



昭和二十三年厚生省令第五十号 

医療法施行規則 

第十五条 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認

めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は

設備の改善を要求しなければならない。 

２ 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要

な措置をなすものとする。 

第十五条の二 分娩べんを取り扱う助産所の開設者は、分娩べん時等の異常に対応するため、

法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託

医師として定めておかなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病

院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいず

れかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができ

る。 

３ 助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科

又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所

（患者を入院させるための施設を有するものに限る。）を嘱託する病院又は診療所として定めて

おかなければならない。 

第十五条の三 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約

するときは、法第十九条第二項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有

し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所（患者を入院させるための施設

を有するものに限る。）を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなけれ

ばならない。 


